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令和８年６月 

愛知県保健医療局健康医務部医務課 

 

特定行為研修事業費補助金 Ｑ＆Ａ 
 

（補助対象事業者について） 

番号 Ｑ Ａ 

１ 

補助対象となる事業者は

どこですか。 

県内全ての 

①病院 

②診療所 

③訪問看護ステーション（介護予防訪問看護を行う事

業所を含む。） 

④定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う事業

所、⑤複合型サービスを行う事業所（訪問看護又は

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を組み合わせる

ことにより提供されるものに限る。） 

⑥指定介護老人福祉施設 

⑦介護老人保健施設 

⑧介護医療院 

です。 

※①病院、②診療所は、研修受講費用のみの対象と

なります。代替職員確保経費の対象にはなりません

のでご注意ください。 

２ 

みなし指定で訪問看護を

行っている病院は申請で

きますか。 

みなし指定の医療機関は補助対象にはなりません。 

３ 

受講者が勤務（所属）して

いる施設で、特定行為研

修を受講する場合は補助

対象になりますか。 

受講者の勤務（所属）施設と、受講する指定研修機関

が同一の場合は対象となりません。ただし、受講者の

勤務（所属）施設と同一の開設者（同法人）の場合で

も、指定研修機関が別施設で、研修受講費用の負担

が発生する場合は対象になります。 

 

（補助対象となる研修について） 

番号 Ｑ Ａ 

４ 
「特定行為研修」とは、ど

のような研修ですか。 

診療の補助であり、看護師が手順書により行う場合

に、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度

かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる３８

行為（厚生労働省令で定められています。）を特定行

為といいます。 

特定行為研修は、看護師が手順書により特定行為を

行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考

力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技

能の向上を図るための研修で、厚生労働大臣の指定

を受けた指定研修機関において受講することができ

ます。 
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５ 

対象となる特定行為研修

の期間はいつですか。 

当該年度の特定行為研修が対象となります。 

６ 

研修が複数年度にわたる

場合はどのようにしたらよ

いですか。 

受講費用を按分し、年度ごとに申請してください。 

なお、代替職員確保経費については、年度にかかわ

らず、１回の研修につき通算４月を限度とします。 

７ 

２１区分３８行為、全ての

研修が補助対象となるの

ですか。 

全て対象となります。 

 

８ 

県外の指定研修機関で研

修する場合も補助対象と

なりますか。 

対象となります。 

９ 

認定看護師教育課程（B

課程）は補助対象になり

ますか。 

対象となります。ただし、教育課程のうち、特定行為

研修に該当しない部分を全体の研修時間から差し引

いた分を特定行為研修の研修時間とし、時間数で按

分して補助金額を決定します。 

 

（研修の受講者について） 

番号 Ｑ Ａ 

10 
補助対象となる受講者の

要件を教えてください。 

特定行為研修の受講審査に合格している看護職が

対象となります。 

11 

採用が内定している者が

研修を受講する場合も対

象となりますか。 

研修の受講開始時点で受講者が採用内定の状態で

ある場合は対象としません。ただし、受講開始時点で

採用となる場合は、申請時点で採用内定の状態であ

っても対象とします。その場合は、申請の際に在職証

明書の代わりに採用内定通知書の写し（受講開始日

以前に採用予定であることを確認できる書類）を添付

してください。 

12 
非常勤職員であっても対

象となりますか。 

雇用形態は問わないため、非常勤職員等であっても

医療機関等と雇用関係があれば対象となります。 

13 

研修を受講する者が補助

対象となる事業者（医療

機関等）と補助対象となら

ない事業者（学校等）を兼

務している場合、補助対

象となりますか。 

補助対象となる事業者（医療機関等）での勤務割合

が半分以上の者に限り補助対象とします。 

※ただし、今後、補助希望者の増加により変更となる

可能性があります。 

 

（対象経費について） 

番号 Ｑ Ａ 

14 

補助対象となる経費は何

ですか。 

特定行為研修の受講費用（入学金・受講料）と、代替

職員の賃金（原則手当等は含まない。）です。 

ただし、看護師資格手当、職種手当などの場合で、通

常、事業者が基本給に含まれるものとして扱っている

月額固定の手当については、基本給として取り扱って

差し支えありません。 
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15 
実習費用等は補助の対

象となりますか。 

対象となりません。受講費用として補助するのは入学

金及び受講料のみです。 

16 

受講費用（入学金・受講

料）の事業者負担が一部

のみである場合は全額対

象になりますか。 

事業者が負担した額のみが補助対象経費となりま

す。 

17 

代替職員を雇用しなかっ

た場合でも、補助金の申

請は可能ですか。 

新たな雇用はせずに元々雇用している職員の勤務時

間増などにより対応する場合、代替職員確保経費とし

ては補助の対象となりませんが、研修受講費用の補

助の申請は可能です。 

18 
代替職員は、看護師でな

ければなりませんか。 

准看護師や保健師を雇用した場合も補助の対象とな

ります。 

19 

代替職員は、研修を受講

する職員の研修開始以降

に雇用しなければならな

いのですか。 

原則、研修開始後の雇用となりますが、代替職員の

研修期間を見据えて研修開始前に雇用する場合は、

事前にご相談ください。 

 

（その他） 

番号 Ｑ Ａ 

20 

１回の研修で、最大いくら

補助されますか。 

研修受講補助費用が最大 27万円（入学金と授業料

の合計が 54万円以上となる場合）、代替職員確保経

費が最大 23万円（代替職員の賃金が１月あたり 23万

円以上となる場合で、４ヶ月以上雇用した場合）、合計

で最大 50万円となります。 

21 

申請時から、住所、名称、

代表者の変更がありまし

た。何か提出が必要です

か。 

変更届の提出が必要です。 

22 

補助金の申請関係書類、

根拠書類の保管について 

補助金の検査に伺うことがありますので、提出された

申請関係書類や根拠書類についてはしっかり保管し

ておかなければなりません。 

23 

補助金の振り込みはいつ

ですか。 

研修終了後に御提出いただく実績報告書（研修が複

数年度にわたる場合の初年度の場合は、年度末まで

の研修状況についての実績報告書）を確認後、翌年

度の５月末頃までに支払います。 

24 

研修を修了できなかった

場合はどうなりますか。 

補助金の支払いはできません。申請済みの場合は辞

退の手続をしてください。 

なお、前年度以前に按分した補助金を受入済であっ

て、研修を修了することなく辞めた場合は、前年度以

前に支払われた補助金は返還していただきます。 

25 

複数年度にわたる研修の

場合で、初年度に補助を

受けていない場合に、２

年度目以降に補助を受け

ることはできますか。 

初年度に補助を受けていない場合は２年度目以降の

補助金を受けることはできません。 
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26 

他の補助金等と重複して

交付を受けることはでき

ますか。 

他の補助金等を受けていても補助の申請は可能で

す。ただし、対象経費を重複して他の補助金等の交付

を受けることはできません。 

※１つの事業について複数の補助を申請しようとする

場合は、あらかじめ全ての補助制度について、申請が

可能であるか確認してください。 

 


